
条例第6条第1項　住民参画の対象となる施策（以下「対象施策」といいます。）は、次の各号に掲げるとおりとします。
　（１）総合計画等市の基本的政策を定める計画の策定又は変更
　（２）個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
　（３）市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は変更
　（４）市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
　（５）住民に義務を課し、住民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
　（６）大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
　（７）住民の生活に重大な影響をおよぼす制度の導入又は改廃

条例第6条第2項　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、住民参画の対象としないことができます。
　（１）軽易なもの
　（２）緊急に行わなくてはならないもの
　（３）法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
　（４）市の内部の事務処理に関するもの
　（５）税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 1号 2号 3号 4号 5号

○ ○ 特別職報酬等審議会 ○

○ ○ 自治功労者選考委員会 ○

○ ○ 行政不服審査会 ○ 行政不服審査法

○ ○ 政治倫理審査会 ○ 地方自治法

○ ○ いじめ防止等調査委員会 ○ いじめ防止対策推進法

○ ○ 固定資産評価審査委員会 ○

○ ○ 退職手当審査会 ○ 一般職の職員の退職手当支給条例

○ ○ 情報公開審査会 ○ 日本国憲法等

○ ○ 個人情報保護審査会 ○ 地方自治法

○ ○ 選挙管理委員会委員長 ○

○ ○ 選挙管理委員会 ○

○ ○ 投票管理者等報酬 ○

× ○ ◎ 総合計画審議会 ○

○ ○ ◎ 地方創生推進委員会 ○

○ × ◎ 行政改革推進委員会 ○

○ ○ ◎ 住民参画推進委員会 ○

○ ○ 旧南畑駐在所活用事業者等選定委員会 ○

○ ○ 地域福祉推進委員会 ○ 社会福祉法

○ ○ 老人ホーム入所判定委員会 ○

○ ○ ◎ 人権施策推進審議会 ○ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等

○ × ◎ 障害者施策推進協議会（障がい者施策推進計画等策定事業費） ○
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第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第1号 第2号 第3号 第4号 第5号

○ ○ ◎ 障害者施策推進協議会（障害者福祉事務費） ○

○ ○ ◎ 男女共同参画審議会 ○

○ ○ 男女共同参画苦情処理委員会 ○

○ ○ 恵子児童館運営委員会 ○

○ ○ 恵子教育集会所運営審議会 ○

○ ○ 複合児童福祉施設運営委員会 ○

○ ○ 子どもの権利救済委員会 ○

○ ○ ◎ 子どもにやさしいまちづくり推進会議 ○

○ ○ 民生委員児童委員推薦会 ○

○ ○ 予防接種健康被害調査委員会 ○

○ ○ ◎ 環境審議会 ○

○ ○ ◎ 地域保健推進委員会 ○

○ ○ 農業委員会 ○ 農業委員会等に関する法律

○ ○ 農地利用最適化推進委員会 ○

× ○ 農業委員会の委員選考委員会 ○

○ ○ 人・農地プラン検討委員会 ○

○ ○ ◎ 農業振興地域整備事業促進協議会 ○

× ○ 指定管理者選定委員会（観光事業費） ○

× ○ 交流人口増加促進プロモーション事業者選定委員会 ○

○ ○ ◎ 都市計画審議会 ○

○ ○ モーテル類似施設建築規制審議会 ○

○ ○ 国民保護協議会 ○ 災害対策基本法

○ ○ 防災会議 ○ 国民保護法

○ ○ 交通安全推進協議会 ○

○ ○ 教育支援委員会 ○

○ ○ いじめ防止等対策委員会 ○

○ ○ ◎ 文化芸術推進審議会 ○

○ ○ 社会教育委員会 ○

○ ○ 青少年問題協議会 ○ 地方青少年問題協議会法

× ○ 公民館運営審議会 ○ 社会教育法

○ ○ スポーツ推進審議会 ○ スポーツ基本法

○ ○ 文化財専門委員会 ○

○ ○ 図書館協議会 ○

○ ○ ◎ 子ども読書活動推進委員会 ○

○ ○ ◎ 総合運動公園整備等事業者選定委員会 ○

× ○ ＰＰＰアドバイザリー業務委託事業者選定委員会 ○
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